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（
総
務
委
員
会
）

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
の
欧
州
共
同
体
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
二
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は

「
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
相
互
承
認
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
」
の
適
確

、

か
つ
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
外
国
と
の
間
で
将
来
締
結
す
る
相
互
承
認
協
定
に
つ
い
て
も
迅
速
に
対
応
で
き
る

よ
う
国
内
法
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
法
律
の
題
名
を
「
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
」
と
し
、

そ
の
目
的
を
改
め
る
と
と
も
に
、
相
互
承
認
協
定
等
の
定
義
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
締
結
さ

れ
る
相
互
承
認
協
定
に
つ
い
て
、
順
次
、
政
令
の
改
正
に
よ
り
追
加
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
外
国
向
け
の
通
信
端
末
機
器
等
の
特
定
輸
出
機
器
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
相
互

承
認
協
定
ご
と
に
定
め
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
に
従
い
、
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
等
、
規
定
の
整
備
を
す
る
。

三
、
登
録
を
受
け
た
外
国
の
適
合
性
評
価
機
関
が
、
我
が
国
向
け
の
通
信
端
末
機
器
等
の
特
定
輸
入
機
器
の
適
合
性
評
価
を
実
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施
し
た
場
合
、
そ
の
結
果
を
我
が
国
に
お
い
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
電
気
通
信
事
業
法
、
電
波
法
及
び
電
気
用

品
安
全
法
の
特
例
に
つ
い
て
規
定
の
整
備
を
す
る
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


